
これまでの経緯

新型コロナ対応を踏まえた感染症法の改定

新型コロナへの対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある新興感染症 の発生及びまん延に備えるため、国は感染症法を改正（R6.4.1施行）

し、平時から、国・県・関係機関の連携による病床、外来医療及び医療人材・感染症
対策物資の確保の強化、検査等のための必要な体制の整備等の措置を講ずること
となりました。

その中で、新興感染症の発生・まん延時において、医療提供体制の確保に必要な措
置を、迅速かつ適確に講ずるため、県は医療機関と医療措置協定を、検査機関と検
査措置協定を、宿泊施設と宿泊施設確保協定を締結することとなっています。

(※)

新型コロナ
への対応

感染症法
改 正

感染症に備えた
協定の締結

・ 医療措置協定

・ 検査措置協定

・ 宿泊施設確保協定

ほか

※本資料では、新興感染症を「感染症法上の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の総称」と定義します。
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医療措置協定とは

県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

感染症発生・まん延時において、新興感染症に対応する体制の確保に必要な措置を
迅速かつ適確に講じることを目的とし、県と医療機関の間で締結する協定

対象となる医療機関

・ 各種費用負担

・ 最新情報の提供

ほか

・ 病床確保

・ 発熱外来

・ 自宅療養者等への

医療提供

・ 後方支援

・ 人材派遣 ほか
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協定締結後の対応

年１回、医療機関の運営状況等の調査を実施予定平時

感染症発生
まん延時

※ 措置期間中は、随時、協定の措置の実施状況等の調査を実施予定

有事

厚生労働省が新興感染症の発生について公表

感染状況を鑑み、県から医療機関へ協定に基づく措置の実施を要請

医療機関は要請に基づき、あらかじめ協定で規定している措置を実施

厚生労働省が新興感染症であると認められなくなった旨を公表
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①公表 ②要請 ③措置 ④公表

以下の流れで措置を実施
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措置期間と対応する医療機関

第一種・第二種感染症指定医療機関を中心に対応

発生早期 流行初期 流行初期期間経過後

第一種・第二種感染症指定医療機関

協定指定医療機関(流行初期対応)等

全ての協定指定医療機関等

発生早期

流行初期期間

流行初期経過後

一部の協定指定医療機関等が対応（流行初期医療確保措置）

全ての協定指定医療機関等が対応

※公表から３か月程度を想定

※公表から６か月以内を想定

※発生から公表までの間

薬局・訪問看護事業所は
流行初期期間経過後から対応開始

海外
発生時

国内
発生時

厚労省による発生公表 発生公表から３か月 発生公表から６か月 4



協定締結の進捗

【県全体】

医療措置協定に係る事前調査及び個別協議の結果は下表のとおり。

【目標値】（未確定、予防計画改定時に確定）
○流行初期（発生の公表から３か月程度）
新型コロナ発生約１年後(2020年12月)の新型コロナの実績値

○流行初期以降（発生の公表から６か月程度）
新型コロナ対応で確保した最大の体制（2022年12月以降）の
実績値+α

①病床確保 目標値 現在値
目標値と
の比較

流行初期
協定締結医療機関数 － 52 －

確保病床数 229 237 103.5%

流行初期以降
協定締結医療機関数 － 86 －

確保病床数 534 429 80.3%

②発熱外来 目標値 現在値
目標値と
の比較

流行初期 協定締結医療機関数 597 491 82.2%

流行初期以降 協定締結医療機関数 770 582 75.6%

③自宅療養者等への医療提供 目標値 現在値
目標値と
の比較

病院・診療所 510 376 73.7%

薬局 422 456 108.1%

訪問看護事業所 51 126 247.1%

④後方支援 目標値 現在値
目標値と
の比較

協定締結医療機関数 79 110 139.2%

⑤医療人材派遣 目標値 現在値
目標値と
の比較

医師数 2 12 600.0％

看護師数 100 45 45.0％

その他（PT,OT,ST,薬剤師,事務等） 0 18 －

合計 102 75 73.5%

（令和6年2月22現在）
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協定締結の進捗

【松山圏域】

【目安】
県内全体の目標値を二次医療圏域の人口で按分し、小数点以下
を切り上げた値（参考値）

①病床確保 目安 現在値
目安と
の比較

流行初期
協定締結医療機関数 － 21 －

確保病床数 110 135 122.7%

流行初期以降
協定締結医療機関数 － 38 －

確保病床数 256 224 87.5%

②発熱外来 目安 現在値
目安と
の比較

流行初期 協定締結医療機関数 286 244 85.3%

流行初期以降協定締結医療機関数 368 284 77.2%

③自宅療養者等への医療提供 目安 現在値
目安と
の比較

病院・診療所 244 185 75.8%

薬局 202 227 112.4%

訪問看護事業所 25 71 284.0%

④後方支援 目安 現在値
目安と
の比較

協定締結医療機関数 38 45 118.4%

⑤医療人材派遣 目安 現在値
目安と
の比較

医師数 － 7 －

看護師数 － 15 －

その他（PT,OT,ST,薬剤師,事務等） － 9 －

合計 49 31 63.3％

（令和6年2月22現在）

6


